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　7月の長雨の中、村内各所でアジサイの花が満開を迎えている。 晴れや
かな日が少ない日々の中にも、彩を与える花が季節を感じさせてくれる。 清
水寺で昨年撮られたこの写真は、「やまがた☆みんなの写真展」の優秀作
品。 今年の募集期間は、 7月31日（金）まで。 まだまだ募集中！

清水寺
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　新型コロナウイルス感染症の発生により売り上げが減少する等の影響を受けた高収益作物（野菜・花き・果
樹・茶）について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援します。

対象となる生産者
令和２年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶およびその加工品（ジャム・ワイン等）について出荷実績があ
るまたは廃棄等により出荷できなかった生産者で、収入保険や農業共済などのセーフティネットへ加入している
または加入を検討している方 ※JAへ出荷した令和元年産秋掘り長いもの生産者も対象になります。

支援内容
高収益作物の次期作に向けた取り組みを下記のとおり支援します。

自分、家族…そして隣近所
　村内全域に、壊滅的な被害をもたらすような災害が発生した場合、まずは自分の身の安全、家族の安全を
確保します。その後、避難場所に避難するのですが、そこで、もう一つしてほしいことは、隣の〇〇さんは無事か、
〇〇さん家のおばあちゃんは一人暮らしだったが無事か、といった個人レベルの情報収集です。この情報収
集が速やかに行われ、正確な安否情報を得るためには、連絡班の中での協力が必要不可欠です。

連絡班未加入世帯は
　災害時の大混乱の中、未加入世帯を一軒ずつ無事かどうか確認して回ることはできません。家族の無事や
所在不明者の状況を自ら地区の避難所に報告していただくほかに手段がありません。
　連絡班による情報伝達ができない世帯は、自ら安否状況を報告していただきます。事前に、訓練説明や報
告の内容を示した様式をお届けし、訓練開始後にその報告様式を１次避難場所（お住まいの地域の連絡班）ま
たは２次避難場所（各公民館、公会堂、コミュニティセンター）に提出するという形で把握させていただきます
ので、是非ご協力をお願いします。

　災害の規模が大きいほど、役場の災害対応や警察、消防による救助・救出、自衛隊の支援がどうして
も間に合わないことがあります。まずは、自分、家族の身の安全、そして隣近所で助け合う意識を持っ
ていただくためにも、多くの方の参加をお願いします。

申込み先
山形村農業再生協議会（産業振興課内）
※窓口で申請書をお渡しします

持参いただく物
出荷実績がわかるもの（例：令和2年2月～4月の出荷伝票や領収書など）
※廃棄により出荷できなかった場合は、前年の２月～４月の出荷実績がわかるものと廃棄の理由書をお持ちくだ
さい。

申込み期限
令和2年8月18日（火）

備考
対象となる生産者は7月22日時点のものです。今後5月以降の品目について拡大する場合があります。

農業生産者の皆さまへ
高収益作物次期作支援交付金のご案内
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　今年は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、一時は非常事態宣言が出されるなど、非常に厳しい社会情勢
となっております。本来であれば、密を避けるため、防災訓練の中止も検討するところですが、村内でも震度1
～3を記録する地震が頻発するなど、避難を想定しておかなければならない状況であります。今年の総合防災
訓練は、感染症が心配されるなかでの避難といった非常に難しい状況を想定しながら、その影響を考慮し、規
模を縮小して、９月６日（日）に実施します。

９月６日（日） 総合防災訓練 規模縮小で実施

●家族、隣近所で安否を確認してください

訓練の流れ

9：00　訓練開始（震度6強の地震発生）

11：00　訓練終了（時間は地区ごと適宣）

【安否確認】

●各連絡班で指定された避難所へ避難（集合）
●連絡班全世帯の安否確認を行い、確認できた人とできなかった人
の集計

※災害時に特に支援が必要な方で、事前に災害時要支援者名簿に登
録している方の所在確認を行います。

【避難】※全村民参加

●連絡長は各区の避難場所へ集合
●連絡班での集計を地区自主防災会に報告

【報告】※連絡長参加

※全世帯に連絡を取り、安否確認を実施
※一次避難場所で安否確認をした方から解散とします

今年の訓練は、密を避けながら行うことが課題の一つです。

対象条件 支援単価

5万円/10a
ただし、施設栽培（※）による、
花き・大葉・わさびは80万円/10a
マンゴー・おうとう・ぶどうは25万円/10a

※加温装置（空調装置）またはかん水装置
がある施設（いわゆる雨よけハウスは対
象外）

①機械化体系の導入
②品目・品種等の導入
③肥料、農薬等の導入
④土壌改良・排水対策の実施
⑤労働安全確認事項の実施　等
上記①～⑤の内、2項目を実施する場合が支援対象

上記は実施しやすい取り組みの一例です。他にも対象となる
取り組みがありますのでお問い合わせください。

2万円/10a
※①～③すべてを満たすと、 
最大で6万円/10aとなります。

①新たに直販等を行なうためのＨＰの整備
②長野県知事が定める新品種や新技術の導入
③海外の残留農薬基準への対応または有機農業、ＧＡＰの取
り組み
上記①～③のいずれかに取り組んだ場合が支援対象

2,200円/日・人
※厳選出荷に取り組んだ人数及び日数に応
じて、2,200円を乗じて算出

①フラワーネット張りの調整、
②芽かき・摘花・整枝
③施肥・防除
④選別・荷造り
⑤冷蔵貯蔵施設を利用した長期間の出荷調整　等

厳選出荷のために上記①～⑤のいずれかに取り組んだ場合が
支援対象
※対象品目は花き、茶、施設栽培の大葉、わさび、マンゴー、お
うとう及びぶどうのみ

※面積は農地台帳で確認します。 利用権設定をしていない借受地は対象外になります。



　新型コロナウイルス感染症の発生により売り上げが減少する等の影響を受けた高収益作物（野菜・花き・果
樹・茶）について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援します。

対象となる生産者
令和２年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶およびその加工品（ジャム・ワイン等）について出荷実績があ
るまたは廃棄等により出荷できなかった生産者で、収入保険や農業共済などのセーフティネットへ加入している
または加入を検討している方 ※JAへ出荷した令和元年産秋掘り長いもの生産者も対象になります。

支援内容
高収益作物の次期作に向けた取り組みを下記のとおり支援します。

自分、家族…そして隣近所
　村内全域に、壊滅的な被害をもたらすような災害が発生した場合、まずは自分の身の安全、家族の安全を
確保します。その後、避難場所に避難するのですが、そこで、もう一つしてほしいことは、隣の〇〇さんは無事か、
〇〇さん家のおばあちゃんは一人暮らしだったが無事か、といった個人レベルの情報収集です。この情報収
集が速やかに行われ、正確な安否情報を得るためには、連絡班の中での協力が必要不可欠です。

連絡班未加入世帯は
　災害時の大混乱の中、未加入世帯を一軒ずつ無事かどうか確認して回ることはできません。家族の無事や
所在不明者の状況を自ら地区の避難所に報告していただくほかに手段がありません。
　連絡班による情報伝達ができない世帯は、自ら安否状況を報告していただきます。事前に、訓練説明や報
告の内容を示した様式をお届けし、訓練開始後にその報告様式を１次避難場所（お住まいの地域の連絡班）ま
たは２次避難場所（各公民館、公会堂、コミュニティセンター）に提出するという形で把握させていただきます
ので、是非ご協力をお願いします。

　災害の規模が大きいほど、役場の災害対応や警察、消防による救助・救出、自衛隊の支援がどうして
も間に合わないことがあります。まずは、自分、家族の身の安全、そして隣近所で助け合う意識を持っ
ていただくためにも、多くの方の参加をお願いします。

申込み先
山形村農業再生協議会（産業振興課内）
※窓口で申請書をお渡しします

持参いただく物
出荷実績がわかるもの（例：令和2年2月～4月の出荷伝票や領収書など）
※廃棄により出荷できなかった場合は、前年の２月～４月の出荷実績がわかるものと廃棄の理由書をお持ちくだ
さい。

申込み期限
令和2年8月18日（火）

備考
対象となる生産者は7月22日時点のものです。今後5月以降の品目について拡大する場合があります。

農業生産者の皆さまへ
高収益作物次期作支援交付金のご案内

広 報 や ま が た 3N o . 514令和2年 7月広 報 や ま が た2 N o . 514 令和2年 7月

　今年は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、一時は非常事態宣言が出されるなど、非常に厳しい社会情勢
となっております。本来であれば、密を避けるため、防災訓練の中止も検討するところですが、村内でも震度1
～3を記録する地震が頻発するなど、避難を想定しておかなければならない状況であります。今年の総合防災
訓練は、感染症が心配されるなかでの避難といった非常に難しい状況を想定しながら、その影響を考慮し、規
模を縮小して、９月６日（日）に実施します。

９月６日（日） 総合防災訓練 規模縮小で実施

●家族、隣近所で安否を確認してください

訓練の流れ

9：00　訓練開始（震度6強の地震発生）

11：00　訓練終了（時間は地区ごと適宣）

【安否確認】

●各連絡班で指定された避難所へ避難（集合）
●連絡班全世帯の安否確認を行い、確認できた人とできなかった人
の集計

※災害時に特に支援が必要な方で、事前に災害時要支援者名簿に登
録している方の所在確認を行います。

【避難】※全村民参加

●連絡長は各区の避難場所へ集合
●連絡班での集計を地区自主防災会に報告

【報告】※連絡長参加

※全世帯に連絡を取り、安否確認を実施
※一次避難場所で安否確認をした方から解散とします

今年の訓練は、密を避けながら行うことが課題の一つです。

対象条件 支援単価

5万円/10a
ただし、施設栽培（※）による、
花き・大葉・わさびは80万円/10a
マンゴー・おうとう・ぶどうは25万円/10a

※加温装置（空調装置）またはかん水装置
がある施設（いわゆる雨よけハウスは対
象外）

①機械化体系の導入
②品目・品種等の導入
③肥料、農薬等の導入
④土壌改良・排水対策の実施
⑤労働安全確認事項の実施　等
上記①～⑤の内、2項目を実施する場合が支援対象

上記は実施しやすい取り組みの一例です。他にも対象となる
取り組みがありますのでお問い合わせください。

2万円/10a
※①～③すべてを満たすと、 
最大で6万円/10aとなります。

①新たに直販等を行なうためのＨＰの整備
②長野県知事が定める新品種や新技術の導入
③海外の残留農薬基準への対応または有機農業、ＧＡＰの取
り組み
上記①～③のいずれかに取り組んだ場合が支援対象

2,200円/日・人
※厳選出荷に取り組んだ人数及び日数に応
じて、2,200円を乗じて算出

①フラワーネット張りの調整、
②芽かき・摘花・整枝
③施肥・防除
④選別・荷造り
⑤冷蔵貯蔵施設を利用した長期間の出荷調整　等

厳選出荷のために上記①～⑤のいずれかに取り組んだ場合が
支援対象
※対象品目は花き、茶、施設栽培の大葉、わさび、マンゴー、お
うとう及びぶどうのみ

※面積は農地台帳で確認します。 利用権設定をしていない借受地は対象外になります。



　農地の排水不良を解消させ生産基盤の改善を図る
ため、排水路を兼ねた農道整備と、三間沢川へ排水さ
せる暗渠管を布設しています。平成28年度より事業
着手し、令和4年度完了予定で、これまでに4割程度進
捗しました。
　本年度は、以下の日程で役場の東側の畑作地帯（東
原）にて暗渠管の布設を行います。（工事区間は図面
へ表示）

　工事期間：7月20日～12月25日
　（全面通行止め：7月20日～9月5日）
　（片側通行止め：9月5日～12月25日）
　※片側通行止め期間中も1週間に1回程度、全面通
　　行止となります
　※通行規制につきましては、現地へ案内看板等を設
　　置します
　また、秋期以降には、暗渠管を南側へ延ばす工事を
予定しています。

　村民の皆さまには多大なご迷惑をお掛けしますが、
ご協力をお願い致します。なお農地内の道路は幅員が
狭く、農作物の生長により見通しの悪い交差点があり
ますので、松本市方面などへの通り抜け通行は、県道
等の広い道路を利用下さるようお願い致します。

排水のための暗渠管

北

サンクスBB

グラウ
ンド

役場
工 事 区 間
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　新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めるよう要請を受け、自宅で過ごす方が増えていると思います。このよ
うな生活が続くことによって、生活習慣病になるリスクが上がることが考えられます。生活習慣病になってしまうと、
重篤化のリスクが高まります。感染症にかからないよう、免疫力を高めるために、まずは生活習慣病の予防に取り
組みましょう！

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

①暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

②適宜マスクをはずしましょう
・屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保できる場合には
マスクをはずす

③こまめに水分補給しましょう
・1日あたり1.2リットルを目安に

④日頃から健康管理をしましょう
⑤暑さに備えた体作りをしましょう

◎主食、主菜、副菜がそろった、バランスの良い食事を心がけましょう
◎3食しっかり食べましょう
◎塩分は適量摂取しましょう
　汗をかいたからという理由で塩分の濃いものを多く摂っていません
か？あくまでも適量摂取しましょう。（適量＝男性：7.5ｇ、女性：6.5ｇ、
高血圧の方：6ｇ）

距離を十分にとる

　法律に関することについて、相談内容に応じた対処方法や法的手続きの仕方、解決に向け専門家に依頼すべきかどうかなど、
今後の対応について弁護士が相談に応じます。
　相談者は、山形村内にお住まいの方に限ります。相談は無料で、予約が必要です。
●日時 
令和2年8月20日（木） 
午後1時30分～午後3時30分 
相談時間は、１人30分以内（4人まで。申し込み多数の場
合は抽選を行います。）

●場所 
山形村保健福祉センター　いちいの里 
（当日は、行政心配ごと相談所も同時に開設されます。）
●予約方法・締切 
山形村役場総務課窓口にて直接申し込み。または、電話で
申し込み。令和2年8月14日（金）まで

●申込みに必要な事項 
住所、氏名、連絡が取れる電話番号、相談の概要

●相談内容 
相続、遺言、離婚、家族関係に関すること。 
不動産に関すること、賃金、売掛金等の改修、賃金、パワハ
ラ等労働問題 
クレジット・サラ金等多重債務に関する相談など

『弁護士無料法律相談』実施のお知らせ

排水対策事業工事の進捗状況

坂野 岳人 （情報発信坂野 岳人 隊員 （情報発信）
　どうも、地域おこし協力隊の坂野です。
　2017年11月からの活動も、残すところ5ヶ月
ほどとなりました。
　山形村を村外・県外中心に発信してきました。
まだまだですが、少しずつ、基盤は出来たのかな
と感じています。
　いま思うことは後任がいないこと。
　これまで、SNS（Facebook/Twitter/Youtube）、
ホームページ、パンフレット、リーフレット、イベント、
ポスター、フライヤー、名刺etc、情報発信に関係なく、
観光や移住の分野でも出来ることを企画し、実施し、

制作してきました。まずは知ってもらう入口を作ってき
ました。
　端から端、奥の奥、村中を巡り、村民が当たり前
というもの、見向きもしないものを発信してきました。
NGだったものもあります。
　12月以降は、山形村を拠点に、いままでの経験
や知識、技術を生かし、地域に貢献できるような事
業でスマートデバイス事業・デザイン事業・ICT支
援事業の3事業を行っていきます。そのための拠点、
貸してもらえる事務所兼自宅を村内で探しています。
　少し話は変わり、村に利益もあり、自分自身のた
めでもある、ローカル5Gや地域BWAという通信
ネットワークの導入を以前（昨年12月くらい）から
村に提案しています。
　いま、コロナウィルスで様々なものが変化しよう
としていて、教育や医療、仕事が変わってきています。
村では、課ごとに事業を組み立て、実施することで
ムダがあるように感じていました。今後必要となる、
ネットワークを一つにまとめることで、効率よく使う
ことができ、経費節減にも繋がり、地域全体の通信
基盤を構築することが可能となり、バラバラに入れ
ることも管理することもなくなり、これからの教育、
医療、農業、観光に役立ち、課題解決に繋がると考
えています。

※法律相談は解決の糸口を見出す助言をします。問題解決にあたるのは、
相談者ご自身であることをご理解の上ご利用ください。秘密は固く守
られますのでお気軽にご相談ください。

「環境省熱中症予防情報サイト」
（https://www.wbgt.env.go.jp/ ）

介護保険料の減免・免除について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年より３割以上減った等の被保険者を対象に、介
護保険料の減免又は免除を行っております。 
●減免の対象となるか、必要書類の詳細等は、保健福祉課にお問い合わせください。（N97-2100） No.3 0
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夏に備えて！
●水場の事故に注意！
①河川などの自然環境の中では、常に気象状況に注意を払
い、天候の変化に十分注意をする。

②飲酒後や体調が悪い時は遊泳を行わないようにする。
③河川のレジャー（釣りなど）を楽しむ時には、ライフジャケッ
トを着用する。
●起きてしまったら？
①周囲の人に協力を求めるとともに、一刻も早く１１９番通報
をする。

②水に入らず救助することができれば、それが最善の方法で
す。（救助しようとした人が溺れることもあります）

③救助したら、体温の低下を防ぐ為、毛布などで保温する。
●熱中症に注意！
①水分や塩分を補給する。
②換気をして室温が高くならないように注意する。
③無理はせず、自分の体調に合わせて行動する。

●起きてしまったら？
①衣類を緩めて、風通しの良い日陰に寝かせる。
②水に浸したタオルで体を冷やす。
③うすい食塩水やスポーツドリンクなどを飲ませる。
●花火の取扱いに注意！
①花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所で遊
ばないようにする。

②風が強い、空気が乾燥しているなどの気象状況には十分
気を配る。

③水を用意し、しっかりあと片付けをする。
●台風に注意！
①ＴＶやラジオ、インターネットなどで最新の台風の規模や
進路などを入手する。

②水や非常食、懐中電灯などを入れた防災バッグを用意し、
いつでも持ち出せる様にする。

③外に出る時は傘を使わず、カッパを着るようにする。雨
は上から降るとは限りません。

これらに気を付け、夏を過ごしましょう！

消防署では防災訓練、救急講習等の各種指導を行っていま
す。お気軽にお問い合わせください。

松本広域消防局山形消防署

防災だより
No.253

◆特別養護老人ホームの職員募集
●現在募集中の職員 
介護職員（各施設若干名）

●令和3年度に採用する新規職員 
募集職員：看護職員、介護職員（昭和50年4月2
日以降に生まれた方）、管理栄養士 
採用人数：若干名 
申込期間：8月5日（水）～9月14日（月） 
勤務場所：山形村、麻績村、塩尻市、松本市、木
曽郡にあるいずれかの組合施設

●お問い合わせ 
松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局 
N53-5000

◆通所介護施設の貸与先を募集
●通所介護施設4施設
・「やまがた」山形村  ・「聖」麻績村
・「やまびこ」松本市  ・「そほく」木祖村
●募集期間・選考方法 
令和2年8月3日～21日まで 
9月3日（木）にプロポーザルによる選考を行い
ます。

●応募要件等 
通所介護サービスを行うことができる社会福祉法
人・民間法人等

●お問い合わせ 
松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局 
N53-5000

◆自衛官募集
　陸・海・空自衛官候補生、一般曹候補生の募集を
行います。
●応募資格 
18歳以上33歳未満の方

●申込期間 
9月10日（木）まで

●お問い合わせ 
自衛隊長野地方協力本部　松本地域事務所 
N36-2787

◆松本広域連合消防職員 
　採用資格試験（初級）
●募集内容 
消防（初級）（若干名）

●申込期間 
8月24日（月）～8月31日（月）まで

●試験日・場所 
令和2年9月20日（日） 
教養試験：松本市役所波田支所 
体力試験：松本市立波田中学校体育館

●お問い合わせ 
松本広域連合事務局総務課　N87-5460

◆公共職業訓練受講生募集
●対象 
ハローワークに求職申し込みをしている方

●訓練期間 
6か月間　10月2日（金）～3月29日（月）

●受講料 
無料（テキスト代及び作業服代等は自己負担）

●申込 
8月28日（金）まで

●お問い合わせ 
ハローワーク松本 
N58-3392

◆相続登記特別無料相談
●日時・場所 
8月3日（月）～7日（金）9：00～16：00 
 ・県内各司法書士事務所

●相談料　無料
●相談例 
土地の登記、相続登記、相続、遺言等について

●お問い合わせ 
長野県司法書士会 
N026-232-7492

◆司法書士による「空き家問題110番」 
　～どうする？この空き家～
　空き家問題の電話相談会を実施いたします。
●日時 
8月10日（月）10：00～16：00 

●相談料　無料
●相談例 
空き家で困っていること。売る貸す等は可能か。
利活用の方法。処分の方法等

●お問い合わせ 
長野県青年司法書士協議会 
N0120-448-788

◆2020ねんりんピック 
　長野県高齢者作品展作品募集
　今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、出
品作品をホームページ等で紹介します。なお優秀
作品につきましては展示する予定です。
●出品者資格 
長野県在住の60歳以上のアマチュアの方

●部門 
日本画・洋画・彫刻・手工芸・書・写真

●申込締切 
10月16日（金）

●お問い合わせ 
公益財団法人長野県長寿社会開発センター 
N026-226-3741

◆献血のお知らせ
●日時 
７月２６日（日）  １０:３０～１１:４５  １３:００～１５:３０
●場所 
アイシティ２１　モール正面口前

　多くの皆さんのご協力をお願いします。

掲示板
お問い合わせは各団体へ●募集する職種及び採用人数 

一般事務　　若干名 
保育士　　　若干名 
社会福祉士　若干名

●受験資格 
○共通 
　昭和55年4月2日から 
　平成15年4月1日までに生まれた人 
○保育士 
　保育士資格及び幼稚園教諭資格を有する人 
　（資格取得見込みの人を含みます） 
○社会福祉士 
　社会福祉士資格を有する人 
　（資格取得見込みの人を含みます）

●試験日 
○一次試験　9月20日（日） 
○二次試験　10月17日（土）予定

●申込み期限 
8月13日(木)まで 
(土日祝日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで) 
（郵送の場合は、8月13日（木）消印分まで）

●申込み方法及び申込み先 
総務課及び村のホームページ上にある申込み用紙に必要
事項を記入の上、総務課に持参してください（郵送も可）。

●お問い合わせ 
総務課　N98-3111

令和３年４月に採用する

山形村職員を募集

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益金を
活用して行う「コミュニティ助成事業」の助成金を受け、
下竹田区が公会堂の机・イス・エアコン等を整備しまし
た。これにより、区の活動がより一層活発になること
が期待できそうです。

下竹田公会堂の備品を整備しました

（一財）自治総合センターコミュニティ助成事業
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◆通所介護施設の貸与先を募集
●通所介護施設4施設
・「やまがた」山形村  ・「聖」麻績村
・「やまびこ」松本市  ・「そほく」木祖村
●募集期間・選考方法 
令和2年8月3日～21日まで 
9月3日（木）にプロポーザルによる選考を行い
ます。

●応募要件等 
通所介護サービスを行うことができる社会福祉法
人・民間法人等

●お問い合わせ 
松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局 
N53-5000

◆自衛官募集
　陸・海・空自衛官候補生、一般曹候補生の募集を
行います。
●応募資格 
18歳以上33歳未満の方

●申込期間 
9月10日（木）まで

●お問い合わせ 
自衛隊長野地方協力本部　松本地域事務所 
N36-2787

◆松本広域連合消防職員 
　採用資格試験（初級）
●募集内容 
消防（初級）（若干名）

●申込期間 
8月24日（月）～8月31日（月）まで

●試験日・場所 
令和2年9月20日（日） 
教養試験：松本市役所波田支所 
体力試験：松本市立波田中学校体育館

●お問い合わせ 
松本広域連合事務局総務課　N87-5460

◆公共職業訓練受講生募集
●対象 
ハローワークに求職申し込みをしている方

●訓練期間 
6か月間　10月2日（金）～3月29日（月）

●受講料 
無料（テキスト代及び作業服代等は自己負担）

●申込 
8月28日（金）まで

●お問い合わせ 
ハローワーク松本 
N58-3392

◆相続登記特別無料相談
●日時・場所 
8月3日（月）～7日（金）9：00～16：00 
 ・県内各司法書士事務所

●相談料　無料
●相談例 
土地の登記、相続登記、相続、遺言等について

●お問い合わせ 
長野県司法書士会 
N026-232-7492

◆司法書士による「空き家問題110番」 
　～どうする？この空き家～
　空き家問題の電話相談会を実施いたします。
●日時 
8月10日（月）10：00～16：00 

●相談料　無料
●相談例 
空き家で困っていること。売る貸す等は可能か。
利活用の方法。処分の方法等

●お問い合わせ 
長野県青年司法書士協議会 
N0120-448-788

◆2020ねんりんピック 
　長野県高齢者作品展作品募集
　今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、出
品作品をホームページ等で紹介します。なお優秀
作品につきましては展示する予定です。
●出品者資格 
長野県在住の60歳以上のアマチュアの方

●部門 
日本画・洋画・彫刻・手工芸・書・写真

●申込締切 
10月16日（金）

●お問い合わせ 
公益財団法人長野県長寿社会開発センター 
N026-226-3741

◆献血のお知らせ
●日時 
７月２６日（日）  １０:３０～１１:４５  １３:００～１５:３０
●場所 
アイシティ２１　モール正面口前

　多くの皆さんのご協力をお願いします。

掲示板
お問い合わせは各団体へ●募集する職種及び採用人数 

一般事務　　若干名 
保育士　　　若干名 
社会福祉士　若干名

●受験資格 
○共通 
　昭和55年4月2日から 
　平成15年4月1日までに生まれた人 
○保育士 
　保育士資格及び幼稚園教諭資格を有する人 
　（資格取得見込みの人を含みます） 
○社会福祉士 
　社会福祉士資格を有する人 
　（資格取得見込みの人を含みます）

●試験日 
○一次試験　9月20日（日） 
○二次試験　10月17日（土）予定

●申込み期限 
8月13日(木)まで 
(土日祝日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで) 
（郵送の場合は、8月13日（木）消印分まで）

●申込み方法及び申込み先 
総務課及び村のホームページ上にある申込み用紙に必要
事項を記入の上、総務課に持参してください（郵送も可）。

●お問い合わせ 
総務課　N98-3111

令和３年４月に採用する

山形村職員を募集

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益金を
活用して行う「コミュニティ助成事業」の助成金を受け、
下竹田区が公会堂の机・イス・エアコン等を整備しまし
た。これにより、区の活動がより一層活発になること
が期待できそうです。

下竹田公会堂の備品を整備しました

（一財）自治総合センターコミュニティ助成事業
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※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。

日 月 火 水 木 金 土

放送時間 月～土 日6時35分・9時・10時・11時（23時まで毎時間） ／ 9時・13時・17時・21時

YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

YCS
アーカイブス

アスリート
解体新書

サイエンス
フロンティア21

国税の窓
JA
グリーンタイム

上半期
ウィークエンド
情報局

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

YCS
アーカイブス

村税等納期限

※税金、料金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

　　 8月２5日（火）

　口座振替の方は、預金残高を確認して､振替ができる
ように、また現金納付の方は、納め忘れのないようにし
てください。

日 時

令和２年度 成人式の延期について
　令和２年度成人式は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、下記のとおり延期します。

令和２年度 敬老会中止のお知らせ
　毎年９月に開催しております敬老会は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から、中止とさせていた
だきます。
　楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありません
が、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
　なお記念品につきましては、例年通り７月下旬に対象
となる令和3年４月1日時点で75歳以上の方々に随時
発送させていただきます。

１０万円給付金の申請は
8月28日㈮まで

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、住
民の皆様一人あたり１０万円の給付を行っています。 
　申請が済んでいない方は期限にお気をつけください。

　なお、令和３年度の対象者（平成１３年４月２日から平
成１４年４月１日生まれ）の成人式は、令和３年８月１４日
(土)に開催予定です。
　新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる
可能性があることをご了承願います。

夜間窓口開設日
 8月１7日（月)・31日(月)
 午後7時30分まで　出入口：正面玄関
業務内容

日 時

■戸籍・住民票の謄本及び
　抄本
■印鑑証明書の発行
■税金・料金の納付
■所得証明書等の発行

■公図閲覧
■印鑑登録
■１２５ｃｃ以下のバイクの
　登録・廃車

■住民税第２期
■国民健康保険税第2期
■後期高齢者医療保険料第2期
■介護保険料第2期

まるごと
一週間

30 31 偉人たちの夢

行政心配ごと相談
　　 8月20日（木）
時間：午後１時３０分～３時３０分 
会場：保健福祉センター　いちいの里　談話室

日 時

　

令和２年８月14日(金)　
変更前

令和３年８月13日(金)
変更後

村のうごき（7月1日現在総人口）
人口：8,660人（前月比 -9）　男：4,272人（前月比 -10）　女：4,388人（前月比 +1）　世帯数：3,096世帯（前月比 +7）


